
 

 

 

 

災害危険区域の指定解除について 
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1. 概要 

① 昭和 55 年 災害危険区域の指定 

緑ヶ丘 1・3 丁目地区は、昭和 53年の宮城県沖地震により地すべり被害が発生したため、昭和

55年に、当地区を建築基準法第 39条に基づく仙台市災害危険区域条例により、災害危険区域

に指定している。 

  

  

② 指定に係る重要な経緯 

昭和 54 年 1 月 22 日付け仙台市宅地保全審議会の答申により、緑ヶ丘 1・3 丁目地区は観測継

続の必要があると考えられており、その一部について恒久の宅地として不適当と判断されてい

る。また、昭和 54 年 8 月 2 日、仙台市宅地保全審議会専門委員会において、仙台市災害危険

区域条例に基づく指導基準とその適用区域が承認されている。 

③ 区域の指定解除の検討 

このたび、対策事業により一定の安全性を確保することができると考えられることから、市は

災害危険区域条例第 2条第 4号区域の指定を解除したい。 

そのための参考として技術的見地から意見を求めるものである。 

 

 

 

2. 指定解除の技術的根拠（市としての考え方） 

① 緑ヶ丘 3 丁目地区の条例第 2 条第 4 号区域について 

下記の理由に基づき安全性を高め、より安全性の観点から経過観察を行い、変動がみられなか

った場合、災害危険区域の指定を解除したい（滑動崩落対策事業区域外を含む）。 

 

理由：地すべり災害復旧事業、滑動崩落対策事業により宅地の耐震化が図られ、宅地被害のお

それが解消されると考えられるため 

事業区域外を含む理由は、以下による 

 3 丁目の 2 宅地は切土の宅地であり、隣接する滑動崩落対策事業区域の耐震化が図られる

ことにより、宅地被害のおそれが解消されると考えられるため。 

 

② 緑ヶ丘 1 丁目地区の条例第 2 条第 4 号区域について 

災害危険区域指定後に目視上大きな不具合が確認されておらず、また、東日本大震災において

宅地被害が認められず一定の安全性を確保していると考えられる。より安全性の観点から経過

観察を行い、変動がみられなかった場合、災害危険区域の指定を解除したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（案） 

条例第 2条第 3号区域：住居の用に供する建築物の建築を禁止する区域（移転促進） 

 条例第 2条第 4号区域：建築物を建築する際に一定の構造制限を設ける区域（現地再建） 

 

１ 



3. 緑ヶ丘 3 丁目における地すべり対策及び滑動崩落対策 

 

２ 
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■参考：法令関係（建築基準法および市条例、市要綱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○仙台市災害危険区域条例(抜粋) 

 (趣旨) 

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九

条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し

必要な事項を定めるものとする。 

(災害危険区域の指定) 

第二条 次の各号に掲げる区域を法第三十九条第一項に規定する災害危険区域に指定する。 

一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜

地法」という。)第三条第一項の規定により宮城県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域 

二 前号の急傾斜地崩壊危険区域の周辺その他急傾斜地(急傾斜地法第二条第一項に規定する急

傾斜地をいう。以下同じ。)の崩壊による危険の著しい区域で市長が指定するもの 

三 地すべりによる危険の特に著しい区域で市長が指定するもの 

四 前号に掲げる区域の周辺その他地すべりによる危険の著しい区域で市長が指定するもの 

五 津波による危険の特に著しい区域で市長が指定するもの 

 (建築の制限) 

第四条 第二条第三号及び第五号に掲げる区域においては、住居の用に供する建築物を建築して

はならない。 

2 第二条第三号に掲げる区域において住居の用に供する建築物以外の建築物を建築する場合及

び同条第四号に掲げる区域において建築物を建築する場合は、次の各号に定めるところによらな

ければならない。 

一 建築物の地階を除く階数が二以下であること 

二 建築物の基礎が一体の鉄筋コンクリート造であること 

三 前二号に定めるもののほか、建築物の基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該

基礎ぐいの先端)が良好な地盤に達していること等地すべりに対して構造耐力上安全である

ための必要な措置が講じられていること 

○建築基準法第 39条（災害危険区域） 

  地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域とし

て指定することができる。 

2  災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する

制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める 

災害危険区域内における建築物の建築に係る安全基準に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，仙台市災害危険区域条例（昭和49年仙台市条例第49号。以下「条例」という。）

第２条第３号及び第４号に規定する区域内における建築物の建築に係る安全に関する基準を定め

るものとする。 

（敷地の利用に係る基準） 

第２条 前条に規定する区域内において建築される建築物の敷地は，次の各号に掲げる基準を満たさ

なければならない。 

⑴ 雨水の排水溝，排水管，溜ます等が設置され，当該敷地及び当該敷地に近接するがけに影響を

及ぼさないように排水の措置が講じられていること 

⑵ １㎡につき５kN以上の土石その他これに類するものによる荷重が加えられていないこと 

⑶ がけに近接して池が設置されていないこと 

（高さ２ｍ未満の擁壁に係る基準） 

第３条 第１条に規定する区域内に設置される高さ２ｍ未満の擁壁で，宅地造成等規制法（昭和36年

法律第191号）の適用を受けないものについては，同法第９条に規定する宅地造成に関する工事の

技術的基準等に準じて設置されなければならない。 

（配管の構造に係る基準） 

第４条 第１条に規定する区域内において建築される建築物の設備用配管については，地中部分との

接続箇所にフレキシブル継手を用いる等の措置が講じられ，折損，漏えい等を防止する構造とされ

ていなければならない。 

（基礎等に係る基準） 

第５条 条例第２条第３号に規定する区域内において建築される建築物は，次の各号に掲げる基準を

満たさなければならない。 

⑴ 建築物の基礎について，杭基礎工法，ベタ基礎工法等により構造耐力上安全であるための措置

が講じられていること 

⑵ 建築物の基礎について，構造計算，地盤調査等によりその構造が安全であることが確認されて

いること 

⑶ 地盤調査等により，敷地の盛土表層の地すべりのおそれがある場合には，盛土表層の地すべり

に対して地盤改良，抑止杭等の措置が講じられていること 

２ 条例第２条第４号に規定する区域内において建築される建築物は，前項第１号及び第２号に掲げ

る基準を満たさなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成24年９月10日から実施する。 

２ 仙台市災害危険区域条例に基づく指導基準は，廃止する。 

 

７ 

６ 


